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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
不
動
産
を
取
得
し
た
外
国
法
人
の
実
質
的
支
配
者
情
報
の
収
集
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
資
本
取
引
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
許
可
を
受
け
る
義
務
を
課
し
た
不
動
産
」
及
び
「
凍
結
し
た
不
動
産
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

三
十
七
の
国
及
び
地
域
並
び
に
二
つ
の
国
際
的
な
機
関
が
参
加
す
る
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
等
に
関
す
る
金
融
活
動

作
業
部
会
（
以
下
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
」
と
い
う
。
）
の
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
に
関
す
る
勧
告
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の

「
法
人
の
実
質
的
支
配
者
情
報
」
に
つ
い
て
、
「
各
国
は
、
権
限
あ
る
当
局
が
、
適
時
に
、
法
人
の
受
益
所
有
及
び
支
配
に

つ
い
て
、
十
分
で
、
正
確
な
か
つ
時
宜
を
得
た
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
そ
の
よ
う
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
」
（
仮
訳
）
と
さ
れ
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
令
和
三
年
八
月
に
公
表
し
た
対
日
相
互
審
査
の
評
価
に
お
い
て
、
我
が
国
の
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対



 

２ 

 

策
等
は
、
全
体
と
し
て
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
一
方
で
、
法
人
制
度
が
悪
用
さ
れ
る
こ
と
の
防
止
等
に
つ
い
て

優
先
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
旨
の
指
摘
を
受
け
た
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
「
法
人
に
つ
い
て
、
正
確
か
つ
最
新
の

実
質
的
支
配
者
情
報
は
ま
だ
一
様
に
得
ら
れ
て
い
な
い
。
」
（
仮
訳
）
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
」
や
第
四
次
対
日
相
互
審
査
報
告
書
の
趣
旨
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か

で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対

策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
」
（
令
和
四
年
五
月
十
九
日
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策
政
策
会
議
決
定
）

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
一
月
に
運
用
が
開
始
さ
れ
た
実
質
的
支
配
者
リ
ス
ト
制
度
の
利
用
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
法
人
の

実
質
的
支
配
者
情
報
の
一
元
的
、
継
続
的
か
つ
正
確
な
把
握
を
可
能
と
す
る
枠
組
み
に
関
す
る
制
度
整
備
に
向
け
た
検
討
を

進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
外
国
法
人
の
実
質
的
支
配
者
の
変
更
に
よ
る
不
動
産
の
実
質
的
な
所
有
権
移
転
が
あ
っ
た
場
合
」
の
具
体
的

に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
際
的
な
議
論
に
お
い
て
は
、
各
国
に
対
し
て
、
法
人
の
透
明
性



 

３ 

 

を
向
上
さ
せ
、
法
人
制
度
が
悪
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
法
人
の
実
質
的
支
配
者
情
報
を
把
握
す
る
制
度
の

構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ

ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
」
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
一
月
に
運
用
が
開
始
さ
れ
た
実
質
的

支
配
者
リ
ス
ト
制
度
の
利
用
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
法
人
の
実
質
的
支
配
者
情
報
の
一
元
的
、
継
続
的
か
つ
正
確
な
把
握

を
可
能
と
す
る
枠
組
み
に
関
す
る
制
度
整
備
に
向
け
た
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 


